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定
例
会（
要
望
書・意
見
書)

 「
労
働
安
全
衛
生
委
員
会
」
を

 

機
能
さ
せ
、
学
校
労
働
環
境
の

 

改
善
を
求
め
る
要
望
書

　

教
職
員
の
病
気
休
職
・
休
暇
の

異
常
な
状
態
は
、
代
替
教
職
員
の

配
置
が
遅
れ
、
教
育
現
場
や
子
ど

も
た
ち
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
る

た
め
要
望
す
る
。

一
、
南
風
原
町
教
育
委
員
会
単
位

で
「
労
働
安
全
衛
生
委
員
会
」

を
設
置
し
、
か
つ
委
員
会
を
定

期
的
に
開
催
し
、
機
能
化
さ
せ

る
こ
と
。

一
、
出
退
勤
の
正
確
な
把
握
・
超

過
勤
務
実
態
の
３
年
間
保
存

や
休
憩
時
間
の
付
与
に
つ
い
て
、

適
切
な
管
理
に
努
め
る
こ
と
。

一
、
学
校
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
の
要
因
を
調
査
・
分
析
し
、

産
業
医
や
産
業
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

と
連
携
し
、
実
効
あ
る
対
策

を
講
じ
る
こ
と
。

提
出
者　

宮
城　

清
政

あ
て
先　

町
教
育
委
員
会
教
育
長

　

６
月
16
日
に
町
教
育
委
員
会
へ

議
長
よ
り
要
望
書
を
提
出
し
ま
し

た
。
教
育
長
へ
教
職
員
の
職
場
環

境
向
上
に
取
り
組
む
よ
う
要
望
し

ま
し
た
。（
関
連
ペ
ー
ジ
７
頁
）

 

30
人
以
下
学
級
の
早
期
完
全
実
現

 

の
た
め
の
意
見
書
（　
）
は
県
へ
の
要
望

一
、
段
階
的
に
「
35
人
以
下
学
級
」

を
実
現
す
る
と
し
た
教
職
員

定
数
改
善
計
画
を
速
や
か
に

実
施
す
る
こ
と
。（
国
に
要
請

す
る
こ
と
）

一
、「
30
人
以
下
学
級
」
の
早
期
完

全
実
現
が
で
き
る
よ
う
教
職
員

定
数
の
大
幅
な
改
善
な
ど
人
的

措
置
・
財
政
的
な
措
置
を
行
う

こ
と
。（
国
に
要
請
す
る
こ
と
）

一
、 

県
独
自
に
も｢

30
人
以
下
学

級
」
が
実
現
で
き
る
よ
う
、
枠

の
拡
大
や
下
限
条
件｢

25
人

以
上
」
の
引
き
下
げ
に
努
力
す

る
こ
と
。　

一
、「
30
人
以
下
学
級
」
に
伴
う
教

室
増
等
の
条
件
整
備
を
市
町
村

と
連
携
し
て
計
画
的
に
行
う
こ
と
。

一
、 

増
員
さ
れ
る
教
職
員
は
正
規
の

教
職
員
を
充
て
る
こ
と
。

提
出
者　

上
原　

喜
代
子

あ
て
先　

 

内
閣
総
理
大
臣

文
部
科
学
大
臣

沖
縄
県
知
事
、

沖
縄
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
拡
充
及
び

 

教
育
条
件
整
備
の
た
め
の
意
見
書

一
、
教
育
の
機
会
均
等
と
そ
の
水
準

の
維
持
向
上
を
図
る
た
め
、
そ

の
根
幹
と
な
る
義
務
教
育
費

国
庫
負
担
制
度
を
堅
持
し
、

早
急
に
国
の
負
担
を
拡
充
す
る

こ
と
。

一
、
教
職
員
定
数
改
善
計
画
を
速

や
か
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、

学
校
現
場
に
必
要
な
教
職
員

を
確
保
し
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
や
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
カ
ー
等
の
専
門
職
の
配

置
を
正
規
職
と
し
て
拡
充
す
る

こ
と
。

一
、
意
欲
と
情
熱
を
持
っ
て
教
育
に

取
り
組
む
優
れ
た
教
員
を
確

保
す
る
た
め
、
人
材
確
保
法

を
堅
持
し
、
勤
務
実
態
を
踏

ま
え
た
教
員
の
処
遇
改
善
に
努

め
る
こ
と
。

一
、 

教
育
関
係
予
算
を
増
額
し
、

充
実
さ
せ
る
こ
と
。

提
出
者　

赤
嶺　

雅
和

あ
て
先　

 

内
閣
総
理
大
臣

 

文
部
科
学
大
臣 

陳
情（
要
請
）を
受
け
、委
員
会
で
審
議
し
、本
会
議
で

採
決
し
た
結
果
、国
、県
、関
係
行
政
庁
に
意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

（
意
見
書
の
全
文
は
、町
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。）

意見書
全会一致で
可決


